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26,330
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46,330
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300,000
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590,000
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1,030,000
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1,150,000
1,210,000
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当健康保険組合の健康保険料率は̶（被保険者̶　事業主 ̶)、介護保　険料率は̶（被保険者̶　事業主̶)です。
法改正等により内容の変更があった場合、健保機関誌

「ヘルシーファミリー」、「ホームページ」にてお知らせします。

2023.3

〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
TEL 043(212)6048
FAX 043(212)6806

イオン健康保険組合のホームページイオン健康保険組合のホームページ
健康保険に関する手続方法をはじめ、
申請書類のダウンロード、人間ドック
契約医療機関の検索などができます。

●   健康保険・介護保険　標準報酬&保険料月額表   ●
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月 額 保 険 料
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健康保険料（B）介護保険料（C）
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標準報酬・保険料月額表の見方と詳細
1.保険料率は、毎年見直しが行われます。
2.毎月の各保険料は「被保険者（＝あなた）に決められた標準報酬月額(A)×保険料率」で算出され、被
保険者（＝あなた）と会社で折半負担します。健康保険の40歳以上65歳未満の被保険者は「介護保
険料(C)」を上乗せして徴収されます。 
3.保険料は、総報酬制により、毎月の給与のほか、賞与からも同じ保険料率で徴収されます。
    ※標準賞与額の年間上限は573万円です。

４.標準報酬月額(A)は実際に被保険者(＝あなた)が受けた報酬額に合わせ毎年見直されます。(定時決定)
　※4月～6月の3か月間の報酬(賞与除く)の平均月額に基づき、9月～翌年の8月までの1年間の標準報酬月額(A)が決まります。
固定的賃金の変動により、2等級以上変わったときは、変動月より4か月目より標準報酬月額(A)は改定されます。(随時改定)
５.月額保険料(被保険者＝あなたの負担分)に円未満の端数がある場合、50銭以下は切り捨て51銭以上は切り
上げして1円となります。※会社と被保険者との間で特約がある場合には、その特約に基づき端数処理することができます。
６．令和4（2022）年1月からの任意継続被保険者の標準報酬月額上限は300,000円です。（全額自己負担）

イオンは、従業員と家族の健康をサポートします。
そして、従業員とともに

地域社会の健康とハピネスを実現します。

継続成長する人材が長期に渡り働き続けられること

－従業員の健康状態を心身ともに向上することで以下を実現－

①健康保険と医療費のしくみ（2分24秒）
②健康保険料の使いみち（3分2秒）
③保険料と標準報酬月額・標準賞与額（3分9秒）
④健康保険に加入する人　被保険者と被扶養者（3分26秒）
⑤負担を限度額までに高額療養費（3分19秒）
⑥傷病手当金（2分36秒）
⑦出産するとき（3分37秒）
⑧本人・家族が亡くなったとき（2分3秒）
⑨健康保険が使えないとき（2分57秒）
⑩退職後の健康保険（2分50秒）
⑪整骨院・接骨院にかかるとき（1分48秒）
⑫健康保険組合とマイナンバー　　　4月中公開予定

イオン健康経営宣言イオン健康経営宣言

＜人事基本理念＞

私の健康宣言

ヘルス＆ウエルネスの
推進
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4,017
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5,356
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7,313
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18,540
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21,115
22,660
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28,840
30,385
31,930
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35,020
36,565
38,625
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42,745
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11,500
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12,700
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令和5（2023）年度

令和5（2023）年3月現在

各手続はお勤め先の人事・総務（社会保険）担当者へ
ご相談ください

各手続はお勤め先の人事・総務（社会保険）担当者へ
ご相談ください

イオン健康保険組合 検　索

無料電話健康相談サービス

保険証は健保からの貸与物です
新しい保険証が交付されたら…

★次のことに間違いがないか確認してください。
●被保険者と被扶養者の氏名、フリガナ、生年月日、性別
誤りがあるときは、速やかにお勤め先の人事・総務（社会保険）担当者に届出
してください。「外字」の取り扱いについては、類似漢字に置換しています。
★住所欄に現住所を記入してください。
★住所変更時はご自身で訂正してください。
★加筆できるのは、保険証裏面の住所欄等健保組合から指定された箇
所のみです。

「保険証」は≪医療の身分証明書≫
★保険証はあなたがイオン健康保険組合の加入者であることを証明
します。この保険証がなければ、病院での支払いは、全額自己負担と
なります。保険証を紛失しないよう注意しましょう！
★保険証の記載内容に変更（被扶養者の異動、氏名変更等）が生じた場
合は、速やかにお勤め先の人事・総務（社会保険）担当者へ届出してく
ださい。（マイナンバーカードの健康保険証利用を推進しています。）
★他人との貸し借り厳禁  ★盗難の場合は警察に届けて再発行手続き

　資格喪失日（退職の場合は退職日の翌日）以降は、「保険証」「高齢受給
者証」を使用できません。
　速やかにお勤め先の人事・総務（社会保険）担当者へ返却し新しい健保
や国保への加入手続きを行ってください。被扶養者についても同様です。
　誤って使用した場合は、イオン健康保険組合が負担した医療費の返納
義務が発生いたしますのでご注意ください。

0120-862-412（24時間年中無休）
フリーダイヤル

資格喪失日以降、保険証は使えません

健康への関心と知識の向上

生産性・創造性の向上
活力ある職場  創造力の向上

地域のお客さまへのサービス向上

従業員満足の向上
従業員と家族の健康維持・増進
働きたい安心できる企業・職場へ

右のバナーをクリックすると
動画コンテンツが始まります
右のバナーをクリックすると
動画コンテンツが始まります

新規入社者研修「動画で知ろう社会保険」で
健康保険の仕組みを理解してください。
イオン健康保険組合ホームページ
https://www.aeonkenpo.or.jp

new

（　　　　　　　　　　 　　）

各種サービスのご案内

イオン健康相談

0120ー862ー412

ベストホスピタルネットワーク®
サービス

がんなどの重篤な病気と診断されたときや、治療
内容に疑問を感じた時など、セカンドオピニオンや
専門医療機関への受診手配・紹介といったサービ
スで、あなたやご家族をサポートします。

月～土 9：00～18：00 ※日曜・祝日と12/31～1/3は休み（委託先：ティーペック株式会社）

0120ー712ー356（委託先：ティーペック株式会社）

無料

24時間  年中無休

https://consult.t-pec.co.jp
/service/712356

健康相談・医療相談・介護相談・
メンタルヘルス 

女性の健康
にも対応

（動画ダウンロードはできません）
（1コンテンツ約2～3分程度で、11コンテンツあります）
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260,000
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340,000
360,000

380,000
410,000
440,000
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当健康保険組合の健康保険料率は̶（被保険者̶　事業主 ̶)、介護保　険料率は̶（被保険者̶　事業主̶)です。
法改正等により内容の変更があった場合、健保機関誌

「ヘルシーファミリー」、「ホームページ」にてお知らせします。

2023.3

〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
TEL 043(212)6048
FAX 043(212)6806

イオン健康保険組合のホームページイオン健康保険組合のホームページ
健康保険に関する手続方法をはじめ、
申請書類のダウンロード、人間ドック
契約医療機関の検索などができます。

●   健康保険・介護保険　標準報酬&保険料月額表   ●
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(あなたの負担分)
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標準報酬・保険料月額表の見方と詳細
1.保険料率は、毎年見直しが行われます。
2.毎月の各保険料は「被保険者（＝あなた）に決められた標準報酬月額(A)×保険料率」で算出され、被
保険者（＝あなた）と会社で折半負担します。健康保険の40歳以上65歳未満の被保険者は「介護保
険料(C)」を上乗せして徴収されます。 
3.保険料は、総報酬制により、毎月の給与のほか、賞与からも同じ保険料率で徴収されます。
    ※標準賞与額の年間上限は573万円です。

４.標準報酬月額(A)は実際に被保険者(＝あなた)が受けた報酬額に合わせ毎年見直されます。(定時決定)
　※4月～6月の3か月間の報酬(賞与除く)の平均月額に基づき、9月～翌年の8月までの1年間の標準報酬月額(A)が決まります。
固定的賃金の変動により、2等級以上変わったときは、変動月より4か月目より標準報酬月額(A)は改定されます。(随時改定)
５.月額保険料(被保険者＝あなたの負担分)に円未満の端数がある場合、50銭以下は切り捨て51銭以上は切り
上げして1円となります。※会社と被保険者との間で特約がある場合には、その特約に基づき端数処理することができます。
６．令和4（2022）年1月からの任意継続被保険者の標準報酬月額上限は300,000円です。（全額自己負担）

イオンは、従業員と家族の健康をサポートします。
そして、従業員とともに

地域社会の健康とハピネスを実現します。

継続成長する人材が長期に渡り働き続けられること

－従業員の健康状態を心身ともに向上することで以下を実現－

①健康保険と医療費のしくみ（2分24秒）
②健康保険料の使いみち（3分2秒）
③保険料と標準報酬月額・標準賞与額（3分9秒）
④健康保険に加入する人　被保険者と被扶養者（3分26秒）
⑤負担を限度額までに高額療養費（3分19秒）
⑥傷病手当金（2分36秒）
⑦出産するとき（3分37秒）
⑧本人・家族が亡くなったとき（2分3秒）
⑨健康保険が使えないとき（2分57秒）
⑩退職後の健康保険（2分50秒）
⑪整骨院・接骨院にかかるとき（1分48秒）
⑫健康保険組合とマイナンバー　　　4月中公開予定

イオン健康経営宣言イオン健康経営宣言

＜人事基本理念＞

私の健康宣言

ヘルス＆ウエルネスの
推進
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各手続はお勤め先の人事・総務（社会保険）担当者へ
ご相談ください

各手続はお勤め先の人事・総務（社会保険）担当者へ
ご相談ください

イオン健康保険組合 検　索

無料電話健康相談サービス

保険証は健保からの貸与物です
新しい保険証が交付されたら…

★次のことに間違いがないか確認してください。
●被保険者と被扶養者の氏名、フリガナ、生年月日、性別
誤りがあるときは、速やかにお勤め先の人事・総務（社会保険）担当者に届出
してください。「外字」の取り扱いについては、類似漢字に置換しています。
★住所欄に現住所を記入してください。
★住所変更時はご自身で訂正してください。
★加筆できるのは、保険証裏面の住所欄等健保組合から指定された箇
所のみです。

「保険証」は≪医療の身分証明書≫
★保険証はあなたがイオン健康保険組合の加入者であることを証明
します。この保険証がなければ、病院での支払いは、全額自己負担と
なります。保険証を紛失しないよう注意しましょう！
★保険証の記載内容に変更（被扶養者の異動、氏名変更等）が生じた場
合は、速やかにお勤め先の人事・総務（社会保険）担当者へ届出してく
ださい。（マイナンバーカードの健康保険証利用を推進しています。）
★他人との貸し借り厳禁  ★盗難の場合は警察に届けて再発行手続き

　資格喪失日（退職の場合は退職日の翌日）以降は、「保険証」「高齢受給
者証」を使用できません。
　速やかにお勤め先の人事・総務（社会保険）担当者へ返却し新しい健保
や国保への加入手続きを行ってください。被扶養者についても同様です。
　誤って使用した場合は、イオン健康保険組合が負担した医療費の返納
義務が発生いたしますのでご注意ください。

0120-862-412（24時間年中無休）
フリーダイヤル

資格喪失日以降、保険証は使えません

健康への関心と知識の向上

生産性・創造性の向上
活力ある職場  創造力の向上

地域のお客さまへのサービス向上

従業員満足の向上
従業員と家族の健康維持・増進
働きたい安心できる企業・職場へ

右のバナーをクリックすると
動画コンテンツが始まります
右のバナーをクリックすると
動画コンテンツが始まります

新規入社者研修「動画で知ろう社会保険」で
健康保険の仕組みを理解してください。
イオン健康保険組合ホームページ
https://www.aeonkenpo.or.jp

new

（　　　　　　　　　　 　　）

各種サービスのご案内

イオン健康相談

0120ー862ー412

ベストホスピタルネットワーク®
サービス

がんなどの重篤な病気と診断されたときや、治療
内容に疑問を感じた時など、セカンドオピニオンや
専門医療機関への受診手配・紹介といったサービ
スで、あなたやご家族をサポートします。

月～土 9：00～18：00 ※日曜・祝日と12/31～1/3は休み（委託先：ティーペック株式会社）

0120ー712ー356（委託先：ティーペック株式会社）

無料

24時間  年中無休

https://consult.t-pec.co.jp
/service/712356

健康相談・医療相談・介護相談・
メンタルヘルス 

女性の健康
にも対応

（動画ダウンロードはできません）
（1コンテンツ約2～3分程度で、11コンテンツあります）


